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す
る
基
本
的
な
訓
練
及
び
船
上
の
安
全
に
つ
い
て
精
通
す
る
た
め
の
訓
練
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

 

七 

(3)

　
　

　
当
直
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

 

七 

(4)

三
　
条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
八 

（
参
　
考
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
九 

一
　
概
説 

　
１
　
条
約
の
成
立
経
緯 

　
船
員
に
つ
い
て
は
、
国
際
海
事
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ｍ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
の
下
で
採
択
さ
れ
た
千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に

(1)
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
昭
和
五
十
九
年
（
千
九
百
八
十
四
年
）
に
発
効
。
我
が
国
は
同
条
約
発
効
当
初
か
ら
の
加
盟
国
）
に
よ
っ
て
規
則
等

 

が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
漁
船
員
に
つ
い
て
は
同
条
約
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。

　
漁
船
員
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
下
で
別
途
検
討
が
行
わ
れ
、
平
成
七
年
（
千
九
百
九
十
五
年
）
七
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
千
九
百
九
十

(2)
五
年
の
漁
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
が
採
択
さ
れ
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
九
月
に
発
効
し
た
。

 

こ
れ
ま
で
三
十
六
箇
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
し
て
い
る
（
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
二
月
六
日
現
在
）
。

　
我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
内
容
が
我
が
国
の
漁
船
に
と
っ
て
不
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
こ
の
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
。
し
か

(3)
し
、
漁
業
の
現
状
を
踏
ま
え
時
代
に
即
し
た
形
で
漁
船
員
の
安
全
を
確
保
す
る
べ
く
、
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
に
我
が
国
が
主
導
し
て
包
括
的

見
直
し
の
必
要
性
を
提
起
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
こ
の
条
約
の
改
正
の
検
討
が
行
わ
れ
、
令
和
六
年
（
二
千
二
十
四
年
）
五
月
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
に
お
い
て
附
属

書
の
改
正
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
い
、
令
和
七
年
（
二
千
二
十
五
年
）
七
月
一
日
前
に
締
約
国
の
三
分
の
一
以
上
の
国
が
改
正
へ
の
異

議
通
告
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
同
日
に
改
正
は
受
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
　 

　
２
　
条
約
締
結
の
意
義 

こ
の
条
約
は
、
漁
船
員
が
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
能
力
を
備
え
る
こ
と
等
を
確
保
す
る
た
め
、
漁
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
に
関
す
る
国

際
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
海
上
に
お
け
る
人
命
及
び
財
産
の
安
全
の
確
保
並
び

 

に
海
洋
環
境
の
保
護
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３
　
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

　
こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
我
が
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
の
乗
組
員
が
任
務
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
能
力
及
び
適
性
を
備
え
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
の
条
約
の
十
分
か
つ

(1)

 

完
全
な
実
施
に
必
要
な
国
内
法
令
の
制
定
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
。



二

　
漁
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
適
用
を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
規
則
に
定
め
る
関
係
要
件
に
適
合

(2)

 

す
る
漁
船
員
に
対
し
て
証
明
書
を
発
給
す
る
こ
と
。

　
自
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
又
は
自
国
が
正
当
に
証
明
書
を
与
え
た
漁
船
員
に
関
し
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
法
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い

(3)

 
場
合
に
お
け
る
罰
又
は
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
定
め
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
。

　
寄
港
国
と
し
て
、
我
が
国
に
寄
港
す
る
外
国
漁
船
の
監
督
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
関
連
す
る
要
件
の
不
備
が
是
正
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
命
、
財
産
又

(4)

 

は
環
境
に
対
す
る
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
漁
船
を
航
行
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

　
　
近
年
、
漁
船
の
安
全
に
関
す
る
国
際
的
な
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
一
日
に
あ
り
得
べ
き
こ
の
条
約
の
附

属
書
の
改
正
の
発
効
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
条
約
の
各
締
約
国
に
よ
り
、
外
国
漁
船
に
対
す
る
監
督
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
か
か
る
状
況
を

踏
ま
え
れ
ば
、
我
が
国
が
未
締
結
の
場
合
、
こ
の
条
約
が
規
定
す
る
証
明
書
を
受
有
し
て
い
な
い
漁
船
員
が
乗
り
組
む
、
我
が
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
の
国

外
に
お
け
る
漁
業
活
動
に
支
障
が
出
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
と
し
て
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
し
、
証
明
書
の
発
給
に
係
る
体
制
を

早
期
に
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
条
約
の
附
属
書
の
改
正
の
議
論
を
主
導
し
た
我
が
国
と
し
て
、
漁
船
の
安
全
に
関
す
る
国
際
的
な

 

ル
ー
ル
作
り
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
対
外
的
に
示
す
た
め
に
も
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二
　
条
約
の
内
容 

　
　
こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１
　
一
般
的
義
務
（
第
一
条
） 

 
 

　
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
を
実
施
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
第
一
条
１
）
。 

(1)

 
 
 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
十
分
か
つ
完
全
な
実
施
に
必
要
な
法
令
の
制
定
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
第
一
条
２
）
。 

(2)
２
　
定
義
（
第
二
条
） 

「
締
約
国
」
、
「
主
管
庁
」
、
「
証
明
書
」
、
「
証
明
書
を
与
え
ら
れ
た
」
、
「
機
関
」
、
「
事
務
局
長
」
、
「
漁
船
」
及
び
「
海
上
航
行
漁
船
」
の
定

 

義
を
定
め
る
。
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漁
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
適
用
を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
規
則
に
定
め
る
関
係
要
件
に
適
合

(2)

 

す
る
漁
船
員
に
対
し
て
証
明
書
を
発
給
す
る
こ
と
。

　
自
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
又
は
自
国
が
正
当
に
証
明
書
を
与
え
た
漁
船
員
に
関
し
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
法
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い

(3)

 

場
合
に
お
け
る
罰
又
は
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
定
め
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
。

　
寄
港
国
と
し
て
、
我
が
国
に
寄
港
す
る
外
国
漁
船
の
監
督
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
関
連
す
る
要
件
の
不
備
が
是
正
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
命
、
財
産
又

(4)

 

は
環
境
に
対
す
る
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
漁
船
を
航
行
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

　
　
近
年
、
漁
船
の
安
全
に
関
す
る
国
際
的
な
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
一
月
一
日
に
あ
り
得
べ
き
こ
の
条
約
の
附

属
書
の
改
正
の
発
効
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
条
約
の
各
締
約
国
に
よ
り
、
外
国
漁
船
に
対
す
る
監
督
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
か
か
る
状
況
を

踏
ま
え
れ
ば
、
我
が
国
が
未
締
結
の
場
合
、
こ
の
条
約
が
規
定
す
る
証
明
書
を
受
有
し
て
い
な
い
漁
船
員
が
乗
り
組
む
、
我
が
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
の
国

外
に
お
け
る
漁
業
活
動
に
支
障
が
出
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
と
し
て
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
し
、
証
明
書
の
発
給
に
係
る
体
制
を

早
期
に
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
条
約
の
附
属
書
の
改
正
の
議
論
を
主
導
し
た
我
が
国
と
し
て
、
漁
船
の
安
全
に
関
す
る
国
際
的
な

 

ル
ー
ル
作
り
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
対
外
的
に
示
す
た
め
に
も
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二
　
条
約
の
内
容 

　
　
こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１
　
一
般
的
義
務
（
第
一
条
） 

 
 

　
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
を
実
施
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
第
一
条
１
）
。 

(1)

 
 
 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
十
分
か
つ
完
全
な
実
施
に
必
要
な
法
令
の
制
定
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
第
一
条
２
）
。 

(2)
２
　
定
義
（
第
二
条
） 

「
締
約
国
」
、
「
主
管
庁
」
、
「
証
明
書
」
、
「
証
明
書
を
与
え
ら
れ
た
」
、
「
機
関
」
、
「
事
務
局
長
」
、
「
漁
船
」
及
び
「
海
上
航
行
漁
船
」
の
定

 

義
を
定
め
る
。

 

３
　
適
用
（
第
三
条
）

 

こ
の
条
約
は
、
締
約
国
を
旗
国
と
す
る
海
上
航
行
漁
船
に
お
い
て
業
務
を
行
う
乗
組
員
に
適
用
す
る
。

 
４
　
情
報
の
送
付
（
第
四
条
）

 
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
十
分
か
つ
完
全
に
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
に
関
す
る
報
告
等
の
情
報
を
事
務
局
長
に
送
付
す
る
。

 

５
　
他
の
条
約
及
び
解
釈
（
第
五
条
）

漁
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
従
前
の
条
約
及
び
取
極
で
あ
っ
て
締
約
国
の
間
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の

条
約
が
適
用
さ
れ
な
い
漁
船
員
等
に
つ
い
て
引
き
続
き
十
分
か
つ
完
全
な
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
条
約
に
明
文
の
規
定
が
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
締
約
国

 

の
法
令
に
従
う
。

 

６
　
資
格
証
明
（
第
六
条
）

 

漁
船
員
は
、
こ
の
条
約
の
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
証
明
書
を
与
え
ら
れ
る
。

 

７
　
国
内
法
令
（
第
七
条
）

 
 

締
約
国
は
、
自
国
が
発
給
し
た
証
明
書
又
は
裏
書
の
受
有
者
の
能
力
の
欠
如
、
作
為
又
は
不
作
為
に
関
す
る
公
平
な
調
査
を
行
う
た
め
の
手
順
及
び
手

(1)

 

続
並
び
に
当
該
証
明
書
を
撤
回
し
、
停
止
し
、
及
び
取
り
消
す
た
め
の
手
順
及
び
手
続
を
設
け
る
（
第
七
条
１
）
。

　
締
約
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
又
は
自
国
が
正
当
に
証
明
書
を
与
え
た
漁
船
員
に
関
し
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
法
令
が
遵
守
さ

(2)

 

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
罰
又
は
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
定
め
る
（
第
七
条
２
）
。

 

８
　
監
督
（
第
八
条
）

　
漁
船
は
、
他
の
締
約
国
の
港
に
あ
る
間
、
当
該
他
の
締
約
国
か
ら
正
当
に
権
限
を
与
え
ら
れ
た
監
督
官
の
行
う
監
督
に
服
す
る
（
第
八
条
１
）
。 

(1)
　
監
督
を
行
う
締
約
国
は
、
関
連
す
る
要
件
の
不
備
が
是
正
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
要
件
の
不
備
が
是
正
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
漁
船
を
航
行
さ

(2)

 

せ
な
い
た
め
の
措
置
を
と
る
（
第
八
条
２
）
。

　
締
約
国
で
な
い
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
が
締
約
国
を
旗
国
と
す
る
漁
船
よ
り
い
か
な
る
有
利
な
取
扱
い
も
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
場
合
に

(3)

 

は
第
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
（
第
八
条
４
）
。



四

 

９
　
技
術
協
力
の
促
進
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
目
的
を
推
進
す
る
た
め
、
機
関
と
協
議
し
、
可
能
な
場
合
に
は
、
事
務
職
員
及
び
技
術
職
員
の
訓
練
、
漁
船
員
訓
練
機
関
の
設

立
、
漁
船
員
訓
練
機
関
に
対
す
る
設
備
及
び
施
設
の
供
与
、
適
切
な
訓
練
計
画
の
開
発
等
に
つ
い
て
、
技
術
援
助
を
要
請
す
る
他
の
国
に
対
す
る
支
援
を
促

 

進
す
る
（
第
九
条
１
）
。

　
最
終
条
項
（
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
） 

10

 

こ
の
条
約
の
改
正
、
署
名
、
批
准
等
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
寄
託
者
及
び
用
語
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
附
属
書 

11

　
一
般
規
定
（
第
一
章
） 

(1)

　
定
義
（
第
一－

一
規
則
） 

(ｱ)

　
こ
の
附
属
書
の
適
用
上
、
「
船
長
」
、
「
職
員
」
、
「
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
」
、
「
機
関
部
職
員
」
、
「
無
線
通
信
士
」
、
「
千
九

(i)
百
七
十
八
年
の
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
」
、
「
二
千
十
二
年
の
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
協
定
」
、
「
海
上
航
行
業
務
」
、
「
限
定
水
域
」
、
「
漁
船
員
」
、
「
資
格

証
明
書
」
、
「
技
能
証
明
書
」
等
の
定
義
を
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

一
規
則
１
）
。 

　
こ
の
附
属
書
の
規
則
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ－
Ｆ
コ
ー
ド
Ａ
部
の
義
務
的
な
規
定
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

一

(ii)

 

規
則
２
）
。

　
適
用
（
第
一－

二
規
則
） 

(ｲ)

　
締
約
国
の
主
管
庁
は
、
専
ら
自
国
の
港
か
ら
運
航
し
、
か
つ
、
限
定
水
域
内
で
漁
獲
を
行
う
長
さ
四
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
漁
船
に
お
い
て
業
務

(i)
を
行
う
乗
組
員
に
対
し
て
、
関
連
す
る
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
決
定
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

二
規
則

 

１
）
。

　
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
主
管
庁
は
、
全
て
の
章
に
つ
い
て
、
漁
船
の
長
さ
に
代
え
て
対
応
す
る
総
ト
ン
数
を
測
定
の
基
礎
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

(ii)
を
決
定
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

二
規
則
２
）
。 

　
証
明
書
及
び
裏
書
（
第
一－

三
規
則
） 

(ｳ)



五

 

９
　
技
術
協
力
の
促
進
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
目
的
を
推
進
す
る
た
め
、
機
関
と
協
議
し
、
可
能
な
場
合
に
は
、
事
務
職
員
及
び
技
術
職
員
の
訓
練
、
漁
船
員
訓
練
機
関
の
設

立
、
漁
船
員
訓
練
機
関
に
対
す
る
設
備
及
び
施
設
の
供
与
、
適
切
な
訓
練
計
画
の
開
発
等
に
つ
い
て
、
技
術
援
助
を
要
請
す
る
他
の
国
に
対
す
る
支
援
を
促

 

進
す
る
（
第
九
条
１
）
。

　
最
終
条
項
（
第
十
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
） 

10

 

こ
の
条
約
の
改
正
、
署
名
、
批
准
等
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
寄
託
者
及
び
用
語
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
附
属
書 

11

　
一
般
規
定
（
第
一
章
） 

(1)

　
定
義
（
第
一－

一
規
則
） 

(ｱ)

　
こ
の
附
属
書
の
適
用
上
、
「
船
長
」
、
「
職
員
」
、
「
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
」
、
「
機
関
部
職
員
」
、
「
無
線
通
信
士
」
、
「
千
九

(i)
百
七
十
八
年
の
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
」
、
「
二
千
十
二
年
の
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
協
定
」
、
「
海
上
航
行
業
務
」
、
「
限
定
水
域
」
、
「
漁
船
員
」
、
「
資
格

証
明
書
」
、
「
技
能
証
明
書
」
等
の
定
義
を
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

一
規
則
１
）
。 

　
こ
の
附
属
書
の
規
則
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ－

Ｆ
コ
ー
ド
Ａ
部
の
義
務
的
な
規
定
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

一

(ii)

 

規
則
２
）
。

　
適
用
（
第
一－

二
規
則
） 

(ｲ)

　
締
約
国
の
主
管
庁
は
、
専
ら
自
国
の
港
か
ら
運
航
し
、
か
つ
、
限
定
水
域
内
で
漁
獲
を
行
う
長
さ
四
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
漁
船
に
お
い
て
業
務

(i)
を
行
う
乗
組
員
に
対
し
て
、
関
連
す
る
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
決
定
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

二
規
則

 

１
）
。

　
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
主
管
庁
は
、
全
て
の
章
に
つ
い
て
、
漁
船
の
長
さ
に
代
え
て
対
応
す
る
総
ト
ン
数
を
測
定
の
基
礎
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

(ii)
を
決
定
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

二
規
則
２
）
。 

　
証
明
書
及
び
裏
書
（
第
一－

三
規
則
） 

(ｳ)

　
漁
船
員
の
資
格
証
明
書
の
発
給
及
び
当
該
証
明
書
の
発
給
を
証
明
す
る
裏
書
並
び
に
他
の
締
約
国
等
が
発
給
し
た
証
明
書
の
承
認
を
証
明
す
る
裏

(i)
書
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

三
規
則
１
、
２
及
び
５
）
。 

　
機
関
長
、
機
関
部
職
員
又
は
Ｇ
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ｓ
無
線
通
信
士
に
関
し
て
千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す

(ii)
る
国
際
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
発
給
さ
れ
た
資
格
証
明
書
及
び
同
条
約
の
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
発
給
さ
れ
た
健
康
証
明
書
は
、
漁
船
に
つ
い
て

相
当
す
る
証
明
書
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

三
規
則
７
及
び
８
）
。 

　
監
督
手
続
（
第
一－

四
規
則
） 

(ｴ)

締
約
国
の
監
督
官
が
漁
船
に
お
い
て
要
件
の
不
備
を
発
見
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

四
規
則
２
）
。 

　
情
報
の
送
付
（
第
一－

五
規
則
） 

(ｵ)
　
事
務
局
長
に
よ
る
締
約
国
か
ら
送
付
さ
れ
た
情
報
の
他
の
締
約
国
へ
の
提
供
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

五
規
則
１
）
。
　 

　
資
格
証
明
の
制
度
の
運
用
（
第
一－

六
規
則
） 

(ｶ)

証
明
書
及
び
裏
書
等
の
登
録
簿
の
管
理
並
び
に
他
の
締
約
国
が
要
請
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

 

六
規
則
２
）
。

　
証
明
書
の
承
認
（
第
一－

七
規
則
） 

(ｷ)

締
約
国
の
主
管
庁
が
他
の
締
約
国
等
が
発
給
し
た
証
明
書
を
承
認
す
る
た
め
に
満
た
す
べ
き
要
件
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－

七
規
則

 

１
）
。

　
経
過
規
定
（
第
一－

八
規
則
） 

（ｸ）

 

自
国
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
効
力
が
生
じ
た
後
の
経
過
規
定
を
定
め
る
。

　
医
療
上
の
基
準
（
第
一－

十
二
規
則
） 

(ｹ)

こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
発
給
さ
れ
た
証
明
書
を
受
有
す
る
乗
組
員
で
あ
っ
て
海
上
に
お
い
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
有
効
な
健
康
証
明

書
も
受
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
第
一－
十
二
規
則
３
）
。 

　
船
長
、
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
、
機
関
部
職
員
及
び
無
線
通
信
士
の
資
格
証
明
（
第
二
章
） 

(2)



六

　
無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

一
規
則
） 

(ｱ)

無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し

 

て
い
る
。

　
無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限

(ｲ)
の
要
件
（
第
二－

二
規
則
） 

無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す

 

る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

三
規
則
） 

(ｳ)

限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て

 

い
る
。

　
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の

(ｴ)
要
件
（
第
二－

四
規
則
） 

限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る

 

者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

(ｵ)
五－

一－

一
規
則
） 

三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
海
上
航
行
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が

満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。
　 

　
七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証
明
の
た
め

(ｶ)
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

五－

一－

二
規
則
） 

七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
海
上
航
行
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証



七

　
無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

一
規
則
） 

(ｱ)

無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し

 

て
い
る
。

　
無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限

(ｲ)
の
要
件
（
第
二－

二
規
則
） 

無
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す

 

る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

三
規
則
） 

(ｳ)

限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
の
船
長
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て

 

い
る
。

　
限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の

(ｴ)
要
件
（
第
二－

四
規
則
） 

限
定
水
域
に
お
い
て
運
航
す
る
長
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
お
い
て
甲
板
部
の
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る

 

者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

(ｵ)
五－

一－

一
規
則
） 

三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
海
上
航
行
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が

満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。
　 

　
七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証
明
の
た
め

(ｶ)
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

五－

一－

二
規
則
） 

七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
海
上
航
行
漁
船
の
機
関
長
及
び
一
等
機
関
士
の
資
格
証

 

明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
漁
船
に
お
い
て
人
員
の
配
置
が
さ
れ
る
機
関
区
域
の
機
関
部
の
当
直
を
担
当
す

(ｷ)
る
職
員
又
は
定
期
的
に
無
人
の
状
態
に
置
か
れ
る
機
関
区
域
の
当
番
に
指
名
さ
れ
る
機
関
部
職
員
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

五－

二
規
則
） 

七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推
進
出
力
の
主
推
進
機
関
を
備
え
た
海
上
航
行
漁
船
に
お
い
て
人
員
の
配
置
が
さ
れ
る
機
関
区
域
の
機
関
部
の
当
直

を
担
当
す
る
職
員
又
は
定
期
的
に
無
人
の
状
態
に
置
か
れ
る
機
関
区
域
の
当
番
に
指
名
さ
れ
る
機
関
部
職
員
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満

 

た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
漁
船
に
お
け
る
Ｇ
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ｓ
無
線
通
信
士
の
資
格
証
明
の
た
め
の
最
小
限
の
要
件
（
第
二－

六
規
則
） 

（ｸ）

 

漁
船
に
お
け
る
Ｇ
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ｓ
無
線
通
信
士
の
資
格
証
明
書
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
満
た
す
べ
き
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

　
船
長
及
び
職
員
の
証
明
書
の
更
新
（
第
二－

七
規
則
） 

(ｹ)

証
明
書
を
受
有
し
て
い
る
船
長
及
び
職
員
で
あ
っ
て
、
海
上
に
お
い
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
及
び
業
務
に
復
帰
す
る
意
思
を
有
す
る
も
の
の
証

 

明
書
の
更
新
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
Ｇ
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ｓ
無
線
通
信
士
の
証
明
書
の
更
新
（
第
二－

八
規
則
） 

(ｺ)

証
明
書
を
受
有
し
て
い
る
Ｇ
Ｍ
Ｄ
Ｓ
Ｓ
無
線
通
信
士
で
あ
っ
て
、
海
上
に
お
い
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
及
び
業
務
に
復
帰
す
る
意
思
を
有
す
る

 

も
の
の
証
明
書
の
更
新
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

 

　
全
て
の
漁
船
員
に
対
す
る
基
本
的
な
訓
練
及
び
船
上
の
安
全
に
つ
い
て
精
通
す
る
た
め
の
訓
練
（
第
三
章
）

(3)

　
全
て
の
漁
船
員
に
対
す
る
基
本
的
な
訓
練
及
び
船
上
の
安
全
に
つ
い
て
精
通
す
る
た
め
の
訓
練
に
関
す
る
最
小
限
の
要
件
（
第
三－

一
規
則
） 

(ｱ)

漁
船
員
が
、
船
内
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
任
務
を
割
り
当
て
ら
れ
る
前
に
、
主
管
庁
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
基
本
的
な
訓
練
及
び
船
上
の
安
全
に
つ
い

て
精
通
す
る
た
め
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
的
な
訓
練
を
良
好
に
修
了
し
た
こ
と
を
示
す
技
能
証
明
書
に
つ
い

 

て
規
定
し
て
い
る
。

 

　
当
直
（
第
四
章
）

(4)



八

　
任
務
へ
の
適
合
（
第
四－

一
規
則
） 

(ｱ)

 

当
直
体
制
は
、
当
直
を
担
当
す
る
乗
組
員
が
そ
の
任
務
の
遂
行
に
適
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
よ
う
に
編
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
漁
船
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
基
本
的
な
当
直
の
原
則
（
第
四－

二
規
則
） 
(ｲ)

安
全
な
当
直
が
常
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
遵
守
す
べ
き
要
件
、
原
則
及
び
指
針
を
踏
ま
え
、
全
て
の
漁
船
の
船
長
が
漁
船
の
安
全

の
た
め
に
適
切
か
つ
効
果
的
な
当
直
が
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
限
定
水
域
に
お
い
て
運

 

航
す
る
極
め
て
小
さ
い
漁
船
に
対
し
て
は
こ
の
原
則
の
完
全
な
遵
守
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三
　
条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

 

１
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



九

　
任
務
へ
の
適
合
（
第
四－

一
規
則
） 

(ｱ)

 

当
直
体
制
は
、
当
直
を
担
当
す
る
乗
組
員
が
そ
の
任
務
の
遂
行
に
適
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
よ
う
に
編
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
漁
船
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
基
本
的
な
当
直
の
原
則
（
第
四－

二
規
則
） 

(ｲ)

安
全
な
当
直
が
常
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
遵
守
す
べ
き
要
件
、
原
則
及
び
指
針
を
踏
ま
え
、
全
て
の
漁
船
の
船
長
が
漁
船
の
安
全

の
た
め
に
適
切
か
つ
効
果
的
な
当
直
が
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
限
定
水
域
に
お
い
て
運

 

航
す
る
極
め
て
小
さ
い
漁
船
に
対
し
て
は
こ
の
原
則
の
完
全
な
遵
守
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三
　
条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

 

１
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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